
1部　中高層建築物 同時申請 可

原則 １０日～１４日

 　　説明会開催･個別説明等

2部　副本へ各課協議書(原本)を添付

原則 １０日～１４日

※必要な場合

原則 １０日～１４日

完了検査

所有権移転登記

公共施設維持管理引継
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【 開発行為の基本的な流れ 】

3,000㎡未満　３部
3,000㎡以上　４部

3,000㎡未満　３部
3,000㎡以上　４部

宅造許可申請書提出(同時申請)
3,000㎡未満　３部
3,000㎡以上　４部

３７条建築制限緩和申請提出

開発許可変更許可申請(３５条の2)

3,000㎡未満　郡山土木建築課
3,000㎡以上　県建築課２９条申請書副申

開発許可通知 県･郡山土木→市･申請者

開発許可申請書(２９条)

奈良県広報翌日

宅造申請の変更許可申請

郡山土木・県より市・申請者へ

奈良県広報

予備協議申請

各課協議

事前(３２条)協議書提出

３２条協議書通知

地位承継承認申請

3,000㎡未満　2部
3,000㎡以上　3部

3,000㎡未満　2部
3,000㎡以上　3部

公共施設関係課

郡山土木又は県

公共施設等の帰属

完了公告

工事着手届

工事完了届

公共施設仮検査

公共施設完了検査

検査済証交付

建築確認申請

地元自治会へ合意形成方法等協議
自治会へ概要等説明

地元自治会との合意形成
自治会との協定書締結･近隣状況報告書提出

中高層事前協議書提出

中高層事前協議書通知

２部

※公共施設関係課の所有権移転登記
手続き書類検査前提出

書類提出後検査実施

市(公共施設管理者)関係各課

※各申請の処理期間は､原則として受付期間から１０日～１４日で
すが､書類の不備・訂正によっては異なります｡

※公共公益施設整備協力金･公共下水道施設特別整備協力金など必
要に時には市と事業者間で覚書を締結する場合があります。

※１ｈａ以上の住宅団地､5,000㎡以上の工場新設又は増設､環境影
響施設等の開発事業は土地利用調整会議で審議対象となります｡(詳
しくは県地域政策課)

※1,000㎡以上の開発行為等については､調整池等設置が必要です｡

※開発行為の要・不要判定を行う場合は､郡山土木へ協議願います｡

※市街化調整区域内での行為については､都市計画法３４条により
別途開発(建築)事前協議が必要です｡


